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◇

公正証書遺言の作成手数料

Q:私の親が亡くなった際、遺産分割で争

った経験があるので、私は遺言書を作成して

おこうと思っています。公正証書遺言の作成

手数料はどのくらい必要でしょうか。

ヱヘ：公正証書遺言の作成手数料は、遺言の

対象となった財産等の価額により計算します。

【解説】

公正証書遺言の作成手数料は、次の表のと

おり定められています。

たとえば、4,000万円の不動産を妻に相続

させる公正証書遺言の手数料は40,000円です。

ところが、「Aの財産は長男、Bの財産は次

男が相続する」というように一通の公正証書

遺言で数人に相続させる遺言をしたときは、

各相続人ごとにその者が受ける遺産の価額で

手数料を計算し、これらを合算して算出する

ことになっています。
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目的の価額 手数料
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100万円まで

200万円まで

500万円まで

000万円まで

000万円まで

5.000万円まで

1億円まで
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23，000円

29，000円

43，000円

以下超過額5,000万円ごとに、3億円まで

は13.000円加算、10億円までは11.000円

加算、10億円超は8.000円を加算

遺言手数料の場合は目的の価額が'億円

まで11.000円加算された金額になります


